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諮問庁：法務大臣 

諮問日：平成２９年４月５日（平成２９年（行情）諮問第１２９号） 

答申日：平成２９年６月２８日（平成２９年度（行情）答申第１２６号） 

事件名：特定の筆界特定手続に関して筆界特定書から筆界調査委員の意見を排

除した理由を記載した文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につ

き，別紙２に掲げる文書４１を特定し，一部開示した決定については，文

書４１を特定したことは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年１月４日付け総２号により

徳島地方法務局長（以下「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以

下「原処分」という。）について，以下を求める。 

筆界特定書内容は，不動産登記法１３４条から１４３条までの収集資料

に基礎を置く資料で作成される内容である。収集資料は，境界の認識行為

の表示であるが，認識行為の内容を構成する規定は，法律要件・法律行為

である。法務局の筆界特定書を構成した法的制度に反した行為で筆界特定

書が規定されている。 

（１）徳島地方法務局の筆界特定書（特定番号）（添付１)（略） 

根拠記載内容は，総第２号平成２９年１月４日（原処分）の資料の筆

界特定書の根拠資料で作成した内容でない。筆界特定書作成の根拠資料

の開示を求む。原処分不開示資料が筆界特定書作成の根拠になっている。

筆界特定書は上記原処分の不開示資料は根拠資料が存在しない。根拠資

料の開示を求める。（別添４）（略） 

（２）筆界特定書を作成する資料であるが筆界特定書○頁・○頁記載の特定

日Ａの「境界確定書」○頁の効力は，特定番地Ａと特定番地Ａの先の境

界を確定した書面である。この内容の根拠資料が存在しない筆界確定書

である。資料の存在文書を開示して，別添２（略）の○頁を拒否する資

料の開示がなければ，○から○に○ｍの所が境界である筆界特定書の根

拠はない。開示を求める。（別添２)（略） 

（３）登記名義人審査請求人に対する筆界特定書の効力を及ぼす法律要件が
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存在しないにも拘らず，法的効力を持たせた行為の法的要件の開示，効

力の取り消しを求む。 

２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書 

ア 境界確定協議書に関して。（国の行為） 

（ア） 

  ａ 筆界特定書を作成した資料は○頁・○頁記載の特定日Ａの境界

確定書である。この境界確定書に無権利者である特定個人が立合

者として，現地協議確認書に署名・捺印している内容を根拠とし

て○頁の境界確定書の内容を解釈している。 

ｂ 特定個人の署名・捺印行為は原処分の開示請求で，特定個人の

代理権に関する資料の所持は存在しない開示内容である。資料の

不開示内容は下記ｃの番号である。（別添４）（略） 

ｃ 不開示番号（以下，該当する別紙２の文書番号を表記する。）

文書１，文書３，文書６ないし文書８，文書３４及び文書３５等

代理権を所持しない開示である。 

ｄ ○頁○の境界確定書の解釈は官民境界確定書であるが，民事の

境界確定書である。官民境界確定書は，官有地と民有地の境界を

確認する債権契約である。ただし，上記境界を確認する債権契約

であるが，「国有財産法」の適用は存在しない。国有財産法が適

用される国有財産法３１条の３規定は，国が境界確定を請求した

時に適用される内容である。本件では資料２（略）の○頁記載で

特定番地Ａの住人が請求した確定書である。この請求は国有財産

法の適用規定は，○頁記載のとおり，官・民の敷地の民事の境界

を確認する内容であるが，国有財産法の適用は，国が請求した要

件である。本件は該当しない内容である。国有財産法の適用は存

在しない。適用される法的要件の開示を求める。 

ｅ 以下国の筆界特定書の根拠要件は別添２（略）の○頁の境界確

定協議書の解釈を，国が請求した行為と解釈した筆界特定書であ

る。○頁の和解契約の債権契約の性質に反する解釈である。債権

契約は当事者間にのみ効力を有する法的規定である。資料２

（略）の○・○頁の資料を根拠とした筆界特定書の解釈を求めて，

筆界特定書の効力が不動産登記法１３２条７項ただし書内容に準

じる行為である。 

（イ）筆界特定書の解釈が国が境界を請求した境界確定協議書ではない。

国有財産法の解釈を国が誤った解釈であり，法的要件に該当しない

ので，資料の解釈の法的解釈を求める。私人が請求した内容に国有

財産法の適用が可能な要件の開示を求む。 
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国有財産法の解釈の要件に該当した時は，該当名の該当条文の開

示を求める。 

（ウ） 

ａ 原処分の行政文書開示決定通知書の不開示内容で，無権代理人

特定個人の代理権書は存在しない。無権代理人の署名・捺印行為

は登記名義人に対する効力は生じない。無権代理人の関与した境

界確定協議書は，登記名義人に効力は及ばない。無権代理人の代

理権が存在する書面の開示を求める。 

文書１，文書３，文書６ないし文書８等である。別添３国の書

面（略）。 

ｂ 筆界特定書の結論は，筆界特定図面中○・○の○から○に○ｍ

の特定番地Ｂに接した所が境界と判断した。（○頁・特定図面）

原処分の行政文書開示決定通知書の不開示内容，文書５０，文書

５１，文書５３，文書５５ないし文書５７等で○から○へ○ｍの

所が筆界である資料は不所持で開示不能の通知である。資料が存

在しない時に○から○南に○ｍの所が筆界である判断資料の根拠

が存在しない。資料の開示がなければならない。 

ｃ 国の境界確定協議書の効力は，別添２（略）の資料２１４・２

１５・２１７・２２０等で，特定番地Ａと特定番地Ａの先の境界

線である。○から○に○ｍの所が境界である内容は存在しない。

債権契約である。個人の境界確定が第三者に効力が及ぶ効力の開

示を求む。私人の行為と国の財産管理行為の債権契約の境界線設

定行為が，第三者に効力を及ぼす行為の開示。特定番地Ｂ登記名

義人に対する何の通知行為も存在しない。通知行為の開示を求め

る。筆界確定書は○頁で境界確定協議書の境界確定書を解釈した。

この境界確定書に無権代理人が関与して登記名義人に対する法的

効果を与えた。無権代理人の行為が登記名義人に効力が及ぶ法律

要件の開示を求む。法律要件が存在する開示を求む。 

（以下略。） 

（２）意見書 

 審査請求人から平成２９年５月１３日付け（同月１５日受付）で意見

書が当審査会宛てに提出された（諮問庁の閲覧に供することは適当でな

い旨の意見が提出されており，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

本件審査請求は，徳島地方法務局に申請された特定の筆界特定事件（以

下「本件事件」という。）に関する行政文書の開示請求（平成２８年９月

２０日受付第１００号）に対する処分庁の原処分を不服として行われたも
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のである。 

２ 原処分について 

本件審査請求の対象となっている開示請求書の記載内容から，対象文書

を直ちに特定することが困難であったため，処分庁は，審査請求人との間

でＦＡＸ等でやり取りを行い，平成２８年１１月２８日に審査請求人から

提出されたＦＡＸの記載内容に基づき対象文書を特定した上で決定を行っ

た。 

３ 原処分の妥当性について 

処分庁は，別紙２に掲げる行政文書（文書４１を除く。）は保有してい

ないとして，不開示決定を行っている。 

処分庁による対象文書の特定について検討すると，審査請求人から提出

されたＦＡＸの記載内容に基づき，別紙２に記載した文書１から文書５７

までの文書を特定しており，審査請求人の記載とほぼ同じ内容で文書を特

定していることから，処分庁による対象文書の特定は妥当であると判断で

きる。 

対象文書について，処分庁が別紙２の文書４１以外の行政文書は存在し

ないとして不開示したことについて検討すると，審査請求人が審査請求書

において存在すると主張する行政文書は，筆界特定の検討に当たり作成す

ることが法令及び通達上で規定されているものではなく，また，徳島地方

法務局における本件事件の筆界特定手続記録中にも存在しないことが認め

られることから，処分庁において作成・保有していないことは明らかであ

る。 

よって，対象となる行政文書は，別紙２の文書４１以外存在しないと認

められ，これを保有していないとして不開示決定をした処分庁の原処分は

妥当であると判断できる。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２９年４月５日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年５月１５日    審査請求人から意見書及び資料を収受 

④ 同年６月６日     審議 

⑤ 同月２６日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，別紙１に掲げる文書（本件請求文書）の開示を求める

ものである。 

処分庁は，別紙２に掲げる文書１ないし文書５７について，本件請求文

書に該当する文書として掲げつつ，そのうち文書４１について，その一部
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を法５条１号に該当するとして不開示とし，その余の文書（不開示文書）

については，保有していないとして，不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，外に開示請求の対象とすべき文書が存在す

るとして，当該文書の開示を求めているが，諮問庁は，原処分を妥当とし

ていることから，以下，文書特定の妥当性及び不開示文書の保有の有無に

ついて検討する。 

２ 文書特定の妥当性及び不開示文書の保有の有無について 

（１）処分庁は，本件請求文書につき，本件事件に係る行政文書であるとし

て，原処分を行っている。そこで，開示請求書を確認したところ，別紙

１のとおり，本件請求文書の冒頭に「特定文書番号の請求。」と記載さ

れており，当該「特定文書番号」とは，審査請求書に添付された資料に

よると，徳島地方法務局の筆界特定登記官が審査請求人に対し，本件事

件に係る筆界特定書の写しを送付する旨の文書の文書番号であると認め

られることから，審査請求人は本件事件に係る行政文書の開示を求めて

いると認められる。 

（２）また，諮問庁は，原処分について，以下のとおり説明する。 

  ア 処分庁は，開示請求書の記載内容から，対象文書を直ちに特定する

ことが困難であったため，審査請求人との間でＦＡＸ等でやり取りを

行い，平成２８年１１月２８日に審査請求人から提出されたＦＡＸ

（以下「本件ＦＡＸ」という。）の記載内容に基づき対象文書を特定

した。 

  イ 処分庁は，本件ＦＡＸの記載内容に基づき，本件対象文書を特定し

ており，審査請求人の記載とほぼ同じ内容で文書を特定していること

から，処分庁による対象文書の特定は妥当であると判断できる。 

  ウ 不開示文書は存在しないとしたことについて検討すると，審査請求

人が審査請求書において存在すると主張する行政文書は，筆界特定の

検討に当たり作成することが法令及び通達上で規定されているもので

はなく，また，徳島地方法務局における本件事件の筆界特定手続記録

中にも存在しないことが認められることから，処分庁において作成・

保有していないことは明らかである。 

（３）以上について検討すると，当審査会において，諮問書に添付された本

件ＦＡＸの写しを確認したところ，本件ＦＡＸには，審査請求人が処分

庁の職員に対し，本件事件に係る筆界特定書等の特定の記載や判断につ

いて，審査請求人が納得できない事項や疑問がある事項等につき，その

根拠を示す文書や説明等を求め，それに係る文書の開示を，本件開示請

求において求める旨が記載されていると認められる。そして，本件ＦＡ

Ｘの記載と，処分庁が本件請求文書に該当するとして特定した別紙２に

掲げる各文書の名称を対比して検討すると，上記各文書は，本件ＦＡＸ
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の記載に従って，内容ごとに分割した上で，その記載の各要旨を本件請

求文書に該当する文書として特定したものと認められるところ，文書の

特定については，特段問題はないと認められる。 

（４）次に，不開示文書の保有の有無について検討すると，文書４１を除い

た，別紙２に掲げる各文書は，いずれも，上記（１）のとおり，本件事

件に係る行政文書であることを前提としたものであって，これらの文書

の名称等に照らせば，筆界特定の検討に当たり作成することが法令及び

通達上で規定されているものではないとする諮問庁の説明に不自然，不

合理な点は認められず，これを覆すに足りる事情もなく，首肯できる。 

   さらに，徳島地方法務局における本件事件の筆界特定手続記録中にも

存在しないとする諮問庁の説明について，当審査会事務局職員をして諮

問庁に確認させたところ，本件開示請求に係る行政文書は，本件事件の

筆界特定手続記録中に編てつされるところ，当該記録中には，本件請求

文書に該当する文書は存在せず，当該記録以外の文書についても探索し

確認したが，本件請求文書に該当する文書の存在は確認できなかったと

のことであり，この説明に不自然，不合理な点は認められず，これを覆

すに足りる事情も存しないことから，文書の探索の範囲及び方法につい

て，特段の問題があるとは認められない。 

（５）したがって，徳島地方法務局において，文書４１を特定し，文書４１

の外に本件請求文書に該当する文書は保有していないとして不開示とし

た決定は妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右する

ものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，文書４１を特定し，

一部開示した決定については，徳島地方法務局において，文書４１の外に

開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないの

で，文書４１を特定したことは，妥当であると判断した。 

（第１部会） 

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 
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別紙１（本件請求文書） 

 

「Ａ」 特定文書番号の請求。 

① 民二第２７６０号通達１２４条は，筆界特定集は様式１７号の書面によ

り作成と記載されている。この内容は，筆界調査委員の意見書の記載が要

求されている。 

筆界特定書に筆界調査委員の意見書記載の文章の開示を求める。 

② 通達１２４条は，不動産登記規則２３１条１項に掲げる事項の記載を要

求している。同じく不動産登記法１４３条１項も並列的に不動産登記規則

２３１条１項４号の筆界特定書の理由の要旨は，筆界調査委員の意見書を

引用する方法により明らかにする方法の記載が要求されている。記載内容

は，筆界調査委員の意見書の記載が要求されている。 

③ 通達１２４条は，筆界調査委員の意見書の記載。規則２３１条１項の各

号の記載事項が存在されていない。特に「筆界の要旨」・「筆界調査委

員」の記載は法的記載要件である。記載内容を記載した書簡がなければ筆

界特定書の効力が無効になる。 

④ 不動産登記法１４３条１項内容も筆界特定書の「結論及び理由の要旨」

記載の記載を法的要件にされている。法的要件の記載をした（不動産登

記）法１４３条の筆界特定書を請求する。 

⑤ 全ての法的要件を充足した書面を要求する。 

 

「Ｂ」 

① 筆界特定書○頁○「境界確定書」の書面の資料の開示を請求する。 

② 「境界確定書」と一体を構成する書面の開示を求める。 
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別紙２（原処分において本件請求文書として特定した文書） 

 

 本件事件に係る行政文書のうち， 

文書１ 筆界特定書の作成時の無権代理人特定個人の代理権が存在しない時

に，特定個人が無権代理人ではないと判断したことを示す公文書 

文書２ 筆界特定書から筆界調査委員の意見を排除した理由を記載した公文

書 

文書３ 筆界特定書に他人である無権代理人の署名・捺印行為が登記名義人

に対する効力を有するとして登記名義人の行為と解釈したことを示す

公文書 

文書４ 民事上の和解契約が国有財産法上の効力を有すると解釈したことを

示す公文書 

文書５ 筆界特定書から筆界調査委員の意見を排除したことが分かる法務局

が調査した内容が記載された公文書 

文書６ 特定個人の有権代理書面 

文書７ 筆界特定書の作成時に，無権代理人である特定個人を有権代理と解

釈したことを示す公文書 

文書８ 筆界特定書の作成時に，無権代理人である特定個人の署名・捺印行

為を有効であるとしたことを示す公文書 

文書９ 徳島県知事が作成した資料である筆界特定に対する意見書に添付さ

れている特定日Ａ付け境界確定書（以下「境界確定書」という。）等

が国有財産法の効力が存在すると解釈したことを示す公文書 

文書１０ 国有財産法３１条の３第１項に規定されている行為がなされてい

ないにもかかわらず境界確定について国有財産法の規定が適用される

ことを示す公文書 

文書１１ 和解契約が第三者に対して効力を有することを示す公文書 

文書１２ 私的債権契約が公図を変更する効力を有することを示す公文書 

文書１３ 筆界特定書において，特定個人の署名・捺印行為を有権者の署

名・捺印行為として認めたことを示す公文書 

文書１４ 市町村職員が国有財産法３１条の４に基づく立会いをする手続が

定められている公文書 

文書１５ 市町村職員が国有財産法３１条の４に基づき，境界確定に立ち会

ったことを示す公文書 

文書１６ 境界確定書以外で国が境界確定を行ったことを示す公文書 

文書１７ 国が境界確定を請求していない境界確定が債権契約でないことを

示す公文書 

文書１８ 和解契約である債権契約で公図を変更する権限があることを示す

公文書 
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文書１９ 境界確定書の効力を認め，不動産登記法１２３条に反しないと認

定して筆界特定を行ったことを示す行政文書 

文書２０ 特定番地Ａの住人が，不動産登記法１２３条に該当しない場所の

筆界特定を請求したことに対して，法務局が隣接地の要件に該当する

と認めたことを示す公文書 

文書２１ 筆界特定において不動産登記法１２３条１号の規定を排除するこ

とを示す公文書 

文書２２ 特定番地Ａの住人が特定番地Ａでない土地を基準として特定番地

Ａ地先と特定番地Ｂ地先及び特定番地Ｃ地先の境界確認を請求するこ

とが可能となる要件を示す公文書 

文書２３ ○から○メートル離れた場所が不動産登記法１２３条に規定され

る隣接地に該当する要件を示す公文書 

文書２４ 私人である特定番地Ａの住人が申請した境界確定協議が国有財産

法の適用を有することを示す公文書 

文書２５ 特定番地Ａの土地の所有者が，赤線・青線の○側の土地の境界線

を主張する要件を示す公文書 

文書２６ 私人が提出した和解契約・債権契約である特定日Ｂ付け境界確定

協議書（以下「境界確定協議書」という。）を国有財産法の規定が適

用されると解釈する法的要件を示す公文書 

文書２７ 和解契約が第三者に効力を及ぼす法律行為であることを示す公文

書 

文書２８ 国が境界確認を申し出たことを示す公文書 

文書２９ 境界確定協議書が国有財産法の効力を有することを示す公文書 

文書３０ 界確定書が国有財産法の法律上の解釈を有することを示す公文書 

文書３１ 不動産登記法１２３条を無視した境界確定を法務局が認める要件

を示す公文書 

文書３２ 境界確定書における国の説明に反する内容である○から○ミリメ

ートル○に移動した所が筆界であると法務局が断定した内容を示す公

文書 

文書３３ 境界確定書に反する国有財産管理署の押印のある公文書 

文書３４ 他人である無権代理人の署名・捺印行為が登記名義人に対して効

力が及ぶとする法律要件・法律効果の規定を示す公文書 

文書３５ 無権代理人の署名・捺印行為が登記名義人に対して効力が及ぶと

判断した特定登記官の法的内容を示す公文書 

文書３６ 判断事実の資料を有しない法務局が，筆界を判断する資料を収集

した事実資料の収集行為の法的手段内容を示す公文書 

文書３７ 不動産登記法１３５条ないし同法１３９条に基づく調査等以外で

収集した資料及び同法１４３条で考慮することとされている事項以外
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の事項に関する事実資料 

文書３８ 筆界特定意見書の結論を廃除する資料の収集行為を示す公文書及

び当該収集行為の正当性を示す公文書 

文書３９ 筆界特定において不動産登記法１２３条の規定を否定することを

示す公文書 

文書４０ 法務局が特定番地Ａの土地に隣接しない土地を隣接地として取り

扱う法的根拠を示す公文書 

文書４１ 本件事件に係る筆界特定手続記録のうち，家屋のない所での関係

人１の生活内容を示す公文書として，現地調査調書 

文書４２ 法務局が特定個人の署名・捺印行為と境界確定協議書との関係及

び内容を検証することなく自己的に利用したことを説明した公文書 

文書４３ ブロックを筆界の起点とする根拠規定を示す公文書 

文書４４ 和解契約である債権契約が筆界を変更させることを示す公文書 

文書４５ 境界確定協議書の内容を国有財産法の適用が存在する法的内容で

あると法務局が解することを示す公文書 

文書４６ 境界確定書において，相互の譲歩条件を調査した内容を示す公文

書 

文書４７ 赤線・青線の測量幅，面積が記載された測量資料又は土地調書 

文書４８ 赤線を和解契約に使用する行為が国有財産法１８条５項により不

可能であるにもかかわらず，可能とする条件を示す公文書 

文書４９ 筆界特定書作成に当たり，債権契約と国有財産法の性質が同じ法

的内容であると判断したことを示す公文書 

文書５０ 特定国有財産管理者の書面を排除し，○から○メートル○に移動

した所が筆界であると判断したことを示す公文書 

文書５１ 法務局が○から○に○メートルの場所を筆界であると判断したこ

とを示す筆界特定手続記録以外の資料 

文書５２ 公図の変更を認める行為を説明した資料及び測量図面 

文書５３ 特定番地Ａの土地の所有者が特定番地Ａを超えて特定番地Ａ地先

の土地を隣接地として境界確定を要求し，法務局が○から○に○メー

トルの所を境界と認めた法律要件を示す公文書 

文書５４ 法務局が特定番地Ａの住人の要求を認めて筆界を判断した法的要

件を示す公文書及び当該公文書と不動産登記法１２３条の相関関係を

示す公文書 

文書５５ 徳島県の農村地区の里道の幅員○センチメートル，水路の幅員が

○センチメ一トルであることを示す公文書 

文書５６ 筆界特定書及び筆界特定図面における○及び○の場所が特定番地

Ａの土地の隣接地として，特定番地Ａの住人が境界確定協議を行った

内容を法務局が認めたことを示す公文書 
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文書５７ 筆界特定書及び筆界特定図面における○及び○の場所を○から○

メートル○に移動した所が筆界であると要求した特定番地Ａの住人の

要求内容及び当該要求内容に対して法務局が行った行為を示す公文書 


